
2026/05/26 19:17:28 / 25300371_株式会社ドリコム_招集通知_電子提供措置用

株主各位

証券コード　3793

（発送日）2026年６月８日

（電子提供措置の開始日）2026年５月29日

株 主 各 位

東 京 都 品 川 区 大 崎 二 丁 目 １ 番 １ 号

株 式 会 社 ド リ コ ム
代表取締役社長 内 藤 裕 紀

【当社ウェブサイト】
https://drecom.co.jp/ir/convocation/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3793/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第25期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて､当社第25期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各
ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの
上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第25期定時株主総会招集ご通知」を
選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ドリ
コム」又は「コード」に当社証券コード「3793」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

２．場 所 東京都目黒区三田一丁目４番１号(恵比寿ガーデンプレイス内)
ウェスティンホテル東京
地下１階「桜- SAKURA」
（会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意く

ださい。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第25期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員

会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

記

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

　株主総会に当日ご来場されない場合は、以下の方法で議決権を行使してください。

［書面による議決権行使の場合］

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表

示いただき、2026年６月22日（月曜日）午後６時30分までに到着するようご返送

ください。

議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示が

あったものとしてお取り扱いいたします。

［インターネットによる議決権行使の場合］

インターネットにより議決権を行使される場合には、３ページの「インターネッ

トによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2026年６月22日（月曜日）午後６

時30分までに行使してください。

５. その他本招集ご通知に関する事項

　書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせ

てお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる

事項を除いております。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対

象書類を監査しております。
①事業報告の「主要な事業内容」「主要な営業所」「使用人の状況」「主要な借

入先の状況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「株式の状況(3)発
行可能株式総数(4)発行済株式の総数(5)株主数(6)大株主（上位10名）」「新株
予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状
況」

②連結計算書類の「連結注記表」
③計算書類の「個別注記表」

　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１ページに記載のインターネット上の各
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.
ウェブ行使

web54.net

インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご

了承いただきますようお願い申し上げます。

１. 議決権行使ウェブサイトについて

　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェ

ブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

２. 議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方

　上記アドレスにアクセスいただき、議決権行使書用紙に記載された「議決

権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛

否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

　議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイ

トログイン二次元バーコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行

使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウ

ェブサイトから議決権を行使できます。

　なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度二

次元バーコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー

ド」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

３. 議決権行使のお取扱いについて

（１）議決権の行使期限は、2026年６月22日（月曜日）午後６時30分までとな

っておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（２）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イ

ンターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたしま

す。また、インターネットによって複数回数、又はパソコン・スマート

フォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有

効な議決権行使としてお取扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業

者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（４）パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によって

は、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

４. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認

するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いくだ

さい。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワー

ドの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り

有効です。

５. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合

は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00 ）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合

わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

以 上

－ 4 －



2026/05/26 19:17:28 / 25300371_株式会社ドリコム_招集通知_電子提供措置用

株主総会インターネットライブ配信のご案内

インターネット動画配信ウェブサイトアドレス

https://www.youtube.com/live/FtFlB9TeKE8

株主総会インターネットライブ配信のご案内

　当日ご来場されない株主の皆様に、インターネット動画配信で株主総会

の模様をお届けいたします。

１. 配信日時

2026年６月23日（火曜日）午前10時から

なお、株主様のプライバシーに配慮いたしまして、一部割愛させてい

ただく場合がございます。

２. 接続方法

パソコン、スマートフォンから、上記URLに接続してください。
通信料等の費用につきましては、株主様のご負担になります。

３. インターネット動画配信に関する留意事項

●ライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席

とはならず、当日の質問や議決権行使はできませんので、インターネット

又は書面により事前の議決権行使をされますようお願い申し上げます。

●ご使用のパソコン環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回

線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がござい

ますので予めご了承ください。

●システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、一時中断などが発生

する場合があります。また、通信環境やシステム障害等により株主様が受

けた被害については、当社は一切責任を負いかねます。

●インターネット動画配信につきましては万全を期しておりますが、通信環

境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほ

か、状況によっては中止することがあります。

●インターネット動画配信の模様を録音、録画、公開等することはお断りし

ます。

　詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

https://drecom.co.jp）の投資家情報 IR INFOをご覧ください。
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当事業年度の事業の状況

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

事　業　報　告

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

当社グループは、「with entertainment」をミッションとして掲げて

おり、人々の期待を超えるサービスを生み続けていくことを目指してお

ります。また、今までになかった価値を創造し、ユーザーを魅了する体

験を届けていくことに努めております。中期的には、グローバルで、リ

アルとデジタルの融合によりIPをプロデュースする企業となっていくこ

とを掲げており、持続的成長及び企業価値向上を目指しております。

主力のゲーム事業においては、ゲームの開発・運用が主要事業となっ

ており、他社IPゲーム及びゲームプラットフォーム並びにオリジナルゲ

ームの開発・運用を行っております。また、コンテンツ事業において

は、IPの創出・育成を目的として小説、コミックス等の書籍、電子書籍

の出版、販売を行っている他、当社の有するインターネットサービスの

知見と先進的なテクノロジーを活用した新規サービスを試験的に立ち上

げ、事業化に向けた試行を重ねております。

当連結会計年度における業績は、売上高17,547,778千円（前期比

38.7％増）、営業利益408,717千円（同264.9％増）、経常利益318,911千

円（同498.3％増）となりました。また、前期末にリリースした新規モバ

イルゲームタイトル１本に関連するソフトウエア減損損失、開発中の

PC・コンソールゲームタイトルに関連するソフトウエア仮勘定減損損失

を計上したこと等で特別損失2,051,858千円を計上したこと及び当社連結

子会社２社の株式を売却したことにより特別利益として関係会社株式売

却益2,570,414千円を計上したため、親会社株主に帰属する当期純利益は

213,669千円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失1,035,569千円）

となりました。
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当事業年度の事業の状況

各セグメントの業績は以下のとおりです。

ゲーム事業

ゲーム事業においては、2024年10月にリリースした自社配信タイトル

『Wizardry Variants Daphne』および運用中の複数のタイトルから収益

を獲得しております。

一方で、前期末にリリースしたモバイルゲームタイトルにおいて、売

上高が想定を下回る推移となったことから、将来収益の再評価を行い、

投資額の回収可能性を算定した結果、当第１四半期において、当該ゲー

ムアプリに関連する資産を減損処理しております。また、売り切り型の 

PC・コンソールゲームタイトルにつきまして、これまでの事業実績を踏

まえて、収益性の見通しを保守的に見直した結果、ソフトウエア仮勘定

に計上している開発中タイトルの資産を減損処理しております。

売上高につきましては、一部の運用タイトルが前期を下回る推移とな

りましたが、2024年10月にリリースした『Wizardry Variants Daphne』

が１周年を迎える中で好調に推移したこと等により前期比で増加いたし

ました。

利益につきましては、自社配信タイトルの売上増加に伴う支払手数料

等の増加及び新規タイトルのリリースに伴うソフトウエア償却費・広告

宣伝費等の増加がありましたが、新規タイトルの増収効果により、前期

比で増加いたしました。

以上の結果、セグメント売上高は16,796,577千円（前期比40.9％

増）、セグメント利益は1,277,100千円（同30.8％増）となりました。

コンテンツ事業

コンテンツ事業においては、 IPの創出、育成、収益化を目的として出

版事業・アニメ事業・MD（マーチャンダイジング）事業に取り組む中、

ライトノベルレーベル「DREノベルス」とコミックレーベル「DREコミッ

クス」から毎月刊行を実施しております。また、当社の有するインター

ネットサービスの知見と先進的なテクノロジーを活用した新たなサービ

ス開発等を実施しております。

売上高につきましては、2023年秋から「DREコミックス」の刊行を開始

しており、電子版コミックスを中心に収益が増大、シリーズ累計40万部

を超える人気作品を複数輩出できていること等により、前期比で増加い

たしました。
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当事業年度の事業の状況

利益につきましては、出版・アニメ・MDやAIの活用などの新規事業領

域への投資を行っており、IPプロデュース人材の採用を始めとして費用

先行が継続しているため、セグメント損失額は前期比で増加いたしまし

た。

以上の結果、セグメント売上高は852,977千円（前期比9.5％増）、セ

グメント損失は868,382千円（前期はセグメント損失864,366千円）とな

りました。

今後につきましては、ゲーム事業において、より強固な事業基盤を作

るべく、運用タイトルへの追加投資や体制強化等を通じて長期安定的な

収益の確保に努めるほか、新規タイトルのパイプラインの検討を進めて

まいります。また、ゲーム事業においてもIPを創出し育成することを目

的として、PC・コンソールゲーム領域の取り組みを実施してまいりま

す。

コンテンツ事業においては、IPを創出し育成・収益化することを目的

として開始した事業の成長を目指してまいります。また、新たな体験・

市場を生み出す先進的なテクノロジーの活用を積極的に進めてまいりま

す。

②設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の主なものは、次

のとおりであります。

ゲーム事業　ソフトウエア　886,034千円
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

第 22 期
2023年３月期

第 23 期
2024年３月期

第 24 期
2025年３月期

第 25 期
(当連結会計年度)
2026年３月期

売 上 高(千円) 10,800,257 9,779,099 12,655,184 17,547,778

経 常 利 益(千円) 2,192,519 793,171 53,306 318,911

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) 1,159,125 104,051 △1,035,569 213,669

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) 40.70 3.64 △36.10 7.41

総 資 産(千円) 12,226,397 14,148,422 13,506,236 11,876,052

純 資 産(千円) 5,631,120 5,668,124 4,719,137 5,043,303

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 195.70 196.29 162.48 172.26

第 22 期
2023年３月期

第 23 期
2024年３月期

第 24 期
2025年３月期

第 25 期
(当事業年度)

2026年３月期

売 上 高(千円) 9,005,296 8,008,820 11,091,536 16,060,630

経 常 利 益(千円) 1,540,263 585,024 103,789 311,981

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) 744,378 356,661 △746,060 586,619

1株当たり当期純利益又は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 26.14 12.48 △26.01 20.33

総 資 産(千円) 11,048,628 13,278,212 12,946,423 11,853,622

純 資 産(千円) 4,700,105 4,988,379 4,329,741 5,028,275

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 163.15 172.65 149.02 171.81

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 連結

（注）１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は自己株式控除後の期中平均発行済株式
数により、また１株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式数により算出し
ております。なお、上記算出に際しては、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）所有
の当社株式595,800株は第22期の自己株式として控除し、581,600株は第23期、564,000株
は第24期の自己株式として控除し、480,400株は第25期の自己株式として控除しておりま
す。

② 単体

（注）１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は自己株式控除後の期中平均発行済株式
数により、また１株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式数により算出し
ております。なお、上記算出に際しては、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）所有
の当社株式595,800株は第22期の自己株式として控除し、581,600株は第23期、564,000株
は第24期の自己株式として控除し、480,400株は第25期の自己株式として控除しておりま
す。
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会 社 名 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ド リ ア ッ プ 5,000千円 90％ ソーシャルゲーム開発・運用

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

　　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）2026年3月31日付で、当社は、株式会社スタジオレックス及び株式会社BlasTrainの全株

式を譲渡いたしました。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループが属するインターネット市場は、技術進歩が非常に早く、ま

た、市場が拡大する中でサービスも多様化しております。このような状況下

においては、既存事業の基盤を強化するとともに新規サービスへも経営資源

を集中し、高い利益率を確保することが重要な課題と認識しております。ま

た、コーポレート・ガバナンスの充実も重要な課題であると認識しておりま

す。これらの課題に対処するために、現状下記の事項に取り組んでおりま

す。

① 経営資源の選択と集中

　当社グループは、運用タイトルへの追加投資や体制強化等を通じて収益基盤で

ある既存ゲーム事業を強固なものとし、長期安定的な収益の確保に努めます。ま

た、既存事業から創出される収益を原資として、自社コンテンツの育成及び多角

的なエンターテインメント事業領域への事業ポートフォリオ拡大に向けた投資を

積極的に推進し、IPの保有及び育成を図ってまいります。

　同時に、目覚ましい技術革新に対応するため、AI等の最新技術の導入や積極的

な先端技術の習得を進め、新規事業の創出により、将来の事業環境の変化にも機

動的に対応できる強固な組織基盤を構築します。

　これらの取り組みを通じて、IPを軸としたエンターテインメント・コンテンツ

をグローバルへ提供する企業への転換を図り、単一事業への収益偏重リスクを抑

制し、市場環境に左右されない安定した収益基盤の獲得と中長期に亘る継続的な

成長を目指してまいります。

② 組織体制の整備

　コーポレート・ガバナンスについては、昨今の一層の強化を求める社会的要請

に応えるべく、強化に向けた取り組みを推進し、適切性及び健全性が最大限確保

された中で、全ステークホルダーの利益の極大化を目指した経営に取り組んでま

いります。

　また、内部管理体制については、定期的に内部監査を実施し、業務及び組織上

のリスクの迅速かつ的確な把握と、リスクへの適切な対処に取り組み、業務の効

率化とリスクの最小化を目指してまいります。

③ システムの安定的な稼働

　当社グループが開発・運用するサービスにおいて、ユーザーの皆様に満足度の

高いサービスを提供するためには、システムの安定稼働及びトラブル発生時の迅

速かつ的確な対応が必要不可欠であると考えております。そのため、システムの

安定稼働を担う専門的人材や、トラブル発生時に適切な意思決定の下、迅速な解

決を可能とする体制の整備、及びサーバー設備の拡充に注力しております。
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④ 技術革新への対応

　当社グループが属するインターネット業界では、目覚ましい技術革新が続いて

おります。こうした環境下において当社グループが継続的な成長を遂げるために

は、積極的な先端技術の習得が重要と認識しており、AI等の先端技術を応用した

新規サービス、事業の創出についても当社グループの将来的成長を担う事業と位

置づけ、積極的に取り組んでまいります。

株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 18,100株 1名

社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ） - -

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 5,700株 3名

２. 株式の状況（2026年3月31日現在）
(1) 当事業年度中に業務執行の対価として当社役員（当社役員であった者を

含む。）に対し交付した株式の状況

(注) これらは、当社が当社役員に対して譲渡制限付株式報酬として普通株式を交付したもので

す。当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「３．(4)取締役の報酬等」に記載

しております。

(2) その他株式に関する重要な事項
　当社は、当事業年度において、取締役及び従業員に対する譲渡制限付株
式報酬として、2025年9月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとお
り新株式を発行いたしました。

発行した株式の種類　当社普通株式
発行した株式の総数　86,000株
発行した株式の総額　40,592,000円
発行日　2025年10月24日

　このほか、以下の項目につきましては、１ページに記載の各ウェブサイト

に掲載しております「第25期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措

置事項」をご確認ください。

(3)発行可能株式総数

(4)発行済株式の総数

(5)株主数

(6)大株主（上位10名）
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会社における
地 位

氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 内 藤 裕 紀

取 締 役 後 藤 英 紀

取 締 役
（常勤監査等委員）

青 木 理 惠
青木公認会計士事務所　所長
リックソフト株式会社　社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（監査等委員）

村 田 雅 夫
村田・若槻法律事務所　代表弁護士
株式会社Rodina　社外監査役

取 締 役
（監査等委員）

清 水 勝 彦 慶應義塾大学大学院　経営管理研究科　教授

３. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏は社外取締役でありま

す。

２. 取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有

並びに内部監査室との十分な連携を行い、監査等委員会による監査の実効性を高める

ため、青木理惠氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 当社は、取締役（監査等委員）青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は取締役（監査等委員）青木理惠氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏と

の間で会社法第423条第１項の責任について､同法第425条第１項に定める

最低責任限度額を損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しており

ます。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は

全役員（子会社役員等を含む。）であり、保険料の全額を当社が負担して

おり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被

保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為も含みます。）に起

因して、損害賠償請求が行われた場合に､被保険者の法律上の損害賠償金､

争訟費用等の損害が塡補されることとなります｡ただし､被保険者の職務の

執行の適正性が損なわれないようにするため､被保険者による犯罪行為等

に起因する損害等の場合には塡補の対象としないこととしております｡

(4) 取締役の報酬等

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ. 「取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方

針」の決定方法

　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか

る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あ

らかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けて

おります。

　また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に

ついて、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該

決定方針と整合していることや、監査等委員会からの答申が尊重され

ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し

ております。

　当該決定方針の内容は、以下のロ.からハ.に記載のとおりです。

ロ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）向け役員報酬

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）向け役員報酬

は、固定報酬と業績連動報酬から構成されております。その報酬額

は、株主総会で決議された報酬限度額内で決定することとし、第14期

定時株主総会（2015年６月23日開催）において決議された報酬限度額

である年額200,000千円以内、及び第18期定時株主総会（2019年６月

25日開催）において決議された譲渡制限付株式付与のための報酬支給

限度額である年額50,000千円以内となっております。報酬額、種類及

び算定方法等については、年１回、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）及び監査等委員である取締役と協議の上、取締役会の一任
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を受けた代表取締役社長が決定し、その権限の内容及び範囲は、報酬

限度額内における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬

総額であります。固定報酬と業績連動報酬の割合も含む配分について

は、代表取締役が、各役員の役職及び貢献や、売上高や営業利益等を

尺度とする評価項目における達成度を基に、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）との協議及び監査等委員会の確認を経た上で、決

定することといたします。

　固定報酬については、各役員の職責及び貢献を考慮し支給額を決定

いたします。

　業績連動報酬については(1)前連結会計年度における会社業績並び

に(2)当連結会計年度及び中長期における会社、事業及び業績への想

定寄与、の２種類の評価項目を設定しており、売上高や営業利益等を

尺度として各評価項目における達成度を測り、業績連動係数を算出

し、当該係数を固定報酬に乗じて業績連動報酬額を算出します。項目

(1)の評価項目による報酬につきましては金銭による支給となります

が、項目(2)の評価項目による報酬につきましては、企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との

一層の価値共有を進めることを目的として、金銭又は譲渡制限付株式

により支給しております。また、固定報酬及び金銭で支給される業績

連動報酬については12分割し毎月支給、譲渡制限付株式で支給される

業績連動報酬については年１回一定の時期に支給しております。

なお、当該譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付

日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日ま

での期間（2023年以前に交付した譲渡制限付株式の譲渡制限期間は交

付日から２年以上の期間で当社の取締役会が予め定める期間）とし、

付与数は取締役会にて決定するものとします。

ハ. 取締役（監査等委員）向け役員報酬

　取締役（監査等委員）向け役員報酬は、金銭及び譲渡制限付株式に

て支給しており、金銭による支給総額は、第14期定時株主総会（2015

年６月23日開催）にて決議された総額（年額20,000千円以内。）の範

囲内、譲渡制限付株式による支給総額は、第18期定時株主総会（2019

年６月25日開催）にて決議された総額（年額5,000千円以内。）の範

囲内で支給しております。具体的な報酬額等については、年１回、監

査等委員で協議し決定しております。譲渡制限付株式の支給について

は、少数株主の視点も考慮してその職責を果たすことにより、当社の
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企業価値毀損の防止及び信用維持を目的としており、その目的を達す

る上で妥当とする支給累計上限を別途協議の上定めております。報酬

の支給時期は、金銭で支給される報酬については12分割し毎月支給、

譲渡制限付株式で支給される報酬については年１回一定の時期に支給

しております。
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区 分
報酬等の
総 額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象と
なる役
員の員
数
（名）

基本報酬

業 績 連 動 報 酬

金 銭
譲渡制限
付 株 式

取 締 役 （ 監 査
等 委 員 を 除 く ）
（うち社外取締役）

82,760
(－)

64,500
(－)

11,628
(－)

6,632
(－)

2
(－)

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）
（うち社外取締役）

19,932
(19,932)

16,800
(16,800)

－
(－)

3,132
(3,132)

3
(3)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

102,693
(19,932)

81,300
(16,800)

11,628
(－)

9,765
(3,132)

5
(3)

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する事項

業績連動報酬については(1)前連結会計年度における会社業績及び(2)当連結会計年

度、中長期において会社、事業及び業績への想定寄与の2種類の評価項目を設定して

おり、売上高や営業利益等を尺度として各評価項目における達成度を測り、業績連動

係数を算出し、当該係数を固定報酬に乗じて業績連動報酬額を算出します。(1)につ

いては、前連結会計年度の連結売上高と連結営業利益を１：９の割合で定量評価し達

成度を算定しており、当社の収益形態に鑑み前期の経営を定量的に評価する適切な指

標として当該指標を設定しております。(2)については、今期寄与が見込まれる事

項、中長期的な事業計画、組織開発への評価を加味し達成度を算出いたします。当該

指標は長期的な成長を達成するために設定しております。前連結会計年度における連

結売上高は12,655,184千円、連結営業利益は112,008千円となっております。項目(1)

の評価項目による報酬につきましては金銭による支給となりますが、項目（2）の評

価項目による報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを

与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭

又は譲渡制限付株式により支給しております。また、固定報酬及び金銭で支給される

業績連動報酬については12分割し毎月支給、譲渡制限付株式で支給される業績連動報

酬については年1回一定の時期に支給しております。

また、当社の非金銭報酬等の内容は当社の普通株式であり、割当ての際の条件等は

「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「ロ．

取締役（監査等委員を除く。）向け役員報酬」及び「ハ．取締役（監査等委員）向け

役員報酬」のとおりであります。また、当事業年度における交付対象となる役員の員

数を含む交付状況は「２．(1)当事業年度中に業務執行の対価として当社役員（当社

役員であった者を含む。）に対し交付した株式の状況」及び「(2)その他株式に関す

る重要な事項」に記載しております。

２. 取締役（監査等委員を除く。）の金銭報酬の額は、2015年６月23日開催の第14期定時

株主総会において年額200,000千円以内（うち、社外取締役は年額20,000千円以内。

なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は４名（うち、社外取

締役は１名）です。また、取締役（監査等委員）の金銭報酬の額は、2015年６月23日

開催の第14期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。

－ 17 －



2026/05/26 19:17:28 / 25300371_株式会社ドリコム_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名（うち、社外取締役は３

名）です。

また、金銭報酬とは別枠で、2019年６月25日開催の第18期定時株主総会において、取

締役（監査等委員を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する株式報

酬の額として年額50,000千円以内、取締役（監査等委員）に対する譲渡制限付株式の

付与のために支給する株式報酬の額として年額5,000千円以内と決議いただいており

ます。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役（監査等委員を除く。）が３

名（うち、社外取締役は０名）、取締役（監査等委員）が３名（うち、社外取締役は

３名）です。なお、2024年6月26日開催の第23期定時株主総会において、取締役（監

査等委員を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定（譲渡制限期

間の変更）及び取締役（監査等委員）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の

改定（譲渡制限期間の変更）を決議いただいております。当該株主総会終結時点の取

締役の員数は、取締役（監査等委員を除く。）が２名（うち、社外取締役は０名）、

取締役（監査等委員）が３名（うち、社外取締役は３名）です。

３. 取締役会は、代表取締役社長内藤裕紀に対し各取締役（監査等委員を除く。）の基本

報酬の額及び担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任し

ております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門に

ついて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委

任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認

しております。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 兼 職 先 兼 職 の 内 容

取 締 役
（常勤監査等委員）

青 木 理 惠 青木公認会計士事務所 所長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

村 田 雅 夫 村田・若槻法律事務所 代表弁護士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

清 水 勝 彦 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科　教授

地 位 氏 名 兼 職 先 兼 職 の 内 容

取 締 役
（常勤監査等委員）

青 木 理 惠 リックソフト株式会社 社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

村 田 雅 夫 株式会社Rodina 社外監査役

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等との重要な兼職状況

（注）当社と、青木公認会計士事務所、村田・若槻法律事務所及び慶應義塾大学大学院との間に

は取引関係その他の特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等との重要な兼職状況

（注） 当社と、リックソフト株式会社及び株式会社Rodinaとの間には取引関係その他特別な関

係はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

　該当事項はありません。
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会社役員の状況

地 位 氏　　　　 名
活動状況及び社外取締役に期待される
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役
（常　　　勤
　監査等委員）

青 木 理 惠

当事業年度に開催された取締役会23回、及び監査等委員
会14回の全てに出席いたしました。公認会計士としての
専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。また、監査等委員会において、役員報酬等
の決定過程における監督機能を果たすとともに、当社の
内部統制システムについて、適宜、必要な発言を行って
おります。また、日頃から経営会議等の重要な会議に出
席し、経営戦略・計画の策定において、必要に応じ、財
務・会計の専門家としての経験や識見から発言を行うな
ど、経営監視機能を十分に発揮しました。また、内部通
報の通報先として、内部通報制度の適正な運用につい
て、適宜必要な助言・指導を行いました。

取 締 役
（監査等委員）

村 田 雅 夫

当事業年度に開催された取締役会23回、及び監査等委員
会14回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門
的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、監査等委員会において、役員報酬等の決
定過程における監督機能を果たすとともに、当社のコン
プライアンス及び内部統制システムについて、適宜、必
要な発言を行っております。また、経営戦略・計画の策
定において、必要に応じ、法務分野を中心とした経験や
識見から発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮し
ました。また、内部通報の報告先として、内部通報制度
の適正な運用について、適宜必要な助言・指導を行いま
した。

取 締 役
（監査等委員）

清 水 勝 彦

当事業年度に開催された取締役会23回のうち22回、及び
監査等委員会14回のうち13回に出席いたしました。経営
学者としての専門的見地から、取締役会において、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。また、監査等委員会におい
て、役員報酬等の決定過程における監督機能を果たすと
ともに、当社のコンプライアンス及び内部統制システム
について、適宜、必要な発言を行っております。また、
経営戦略・計画の策定において、必要に応じ、経営学の
専門家としての経験や識見から発言を行うなど、経営監
視機能を十分に発揮しました。また、内部通報の報告先
として、内部通報制度の適正な運用について、適宜必要
な助言・指導を行いました。

④ 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

区　分 報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 48,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

48,000千円

４. 会計監査人の状況
(1) 名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る報酬等の額

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれら合計額を記載しており

ます。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査

人の報酬等について同意の判断をしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当し、かつその必要があると認められる場合は、監査等委員全

員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員

会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし

て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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剰余金の配当等の決定に関する基本方針

５. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識し

ており、利益還元の水準については経営成績及び財務状況の推移や、研究

開発投資等の実施状況及び今後の計画を十分に勘案して配当の実施を決定

しております。

　なお、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配

当等会社法第459条第１項各号に定める事項を、取締役会決議により行うこ

とができる旨を定款に定めております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、当第１四半期において、ゲ

ーム事業の売上高が想定を下回る推移となったこと及びソフトウエア減損

損失等を計上したことにより、通期業績見通しを修正し、期末配当予想に

つきましても未定としておりましたが、業績の推移及び財務状況の推移等

を慎重に見極める中で、誠に遺憾ながら無配とすることを決定いたしまし

た。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

9,226,718

6,375,283

2,176,890

12,729

93,832

341,753

270,228

△44,000

2,649,333

136,428

79,084

56,519

825

1,188,143

952,832

151,335

83,975

1,324,761

20,006

836,939

467,815
　

流 動 負 債 6,063,966

買 掛 金 408,429

短 期 借 入 金 100,000

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

2,497,000

未 払 金 1,473,273

リ ー ス 債 務 961

未 払 法 人 税 等 493,119

賞 与 引 当 金 133,286

そ の 他 957,896

固 定 負 債 768,781

長 期 借 入 金 522,000

資 産 除 去 債 務 100,000

そ の 他 146,781

負 債 合 計 6,832,748

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,963,004

資 本 金 1,906,870

資 本 剰 余 金 2,166,629

利 益 剰 余 金 1,104,196

自 己 株 式 △214,692

その他の包括利益累計額 20,311

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

20,311

新 株 予 約 権 57,885

非 支 配 株 主 持 分 2,102

純 資 産 合 計 5,043,303

資 産 合 計 11,876,052 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,876,052

連 結 貸 借 対 照 表

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

科 目 金 額

売 上 高 17,547,778

売 上 原 価 12,117,946

売 上 総 利 益 5,429,831

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,021,114

営 業 利 益 408,717

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,703

助 成 金 収 入 31,260

そ の 他 7,121 47,084

営 業 外 費 用

支 払 利 息 75,658

支 払 手 数 料 4,174

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 44,000

そ の 他 13,058 136,891

経 常 利 益 318,911

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 2,570,414

そ の 他 15,100 2,585,514

特 別 損 失

減 損 損 失 2,051,858 2,051,858

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 852,567

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 608,552

法 人 税 等 調 整 額 28,865 637,417

当 期 純 利 益 215,149

非支配株主に帰属する当期純利益 1,479

親会社株主に帰属する当期純利益 213,669

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,880,309 2,137,862 890,527 △252,033 4,656,665

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 26,561 26,561 53,122

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
213,669 213,669

自 己 株 式 の 処 分 2,206 37,340 39,547

株 主 資 本 以 外 の

項 目 の 連 結 会 計 年 度

変 動 額 ( 純 額 )

- - - - -

連 結 会 計 年 度

変 動 額 合 計
26,561 28,767 213,669 37,340 306,338

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,906,870 2,166,629 1,104,196 △214,692 4,963,004

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権

非 支 配

株 主

持 分

純資産合計
その他有価証

券 評 価

差 額 金

為替換算調

整 勘 定

そ の 他 の

包 括 利 益

累計額合計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 残 高 11,940 1,004 12,945 47,010 2,516 4,719,137

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 53,122

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
213,669

自 己 株 式 の 処 分 39,547

株 主 資 本 以 外 の

項 目 の 連 結 会 計 年 度

変 動 額 ( 純 額 )

8,370 △1,004 7,366 10,874 △413 17,826

連 結 会 計 年 度

変 動 額 合 計
8,370 △1,004 7,366 10,874 △413 324,165

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 残 高 20,311 - 20,311 57,885 2,102 5,043,303

連結株主資本等変動計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

9,195,518

6,348,185

2,172,504

12,729

93,832

19,426

341,660

251,179

△44,000

2,658,104

136,428

79,084

56,519

825

1,188,143

952,832

151,335

83,975

1,333,531

20,006

8,753

836,957

467,815
　

流 動 負 債 6,056,565

買 掛 金 388,774

短 期 借 入 金 100,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

2,497,000

リ ー ス 債 務 961

未 払 金 1,472,603

未 払 費 用 114,595

前 受 収 益 474,265

未 払 法 人 税 等 489,926

賞 与 引 当 金 133,286

そ の 他 385,151

固 定 負 債 768,781

長 期 借 入 金 522,000

資 産 除 去 債 務 100,000

そ の 他 146,781

負 債 合 計 6,825,346

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,950,079

資 本 金 1,906,870

資 本 剰 余 金 2,151,273

資 本 準 備 金 2,147,850

その他資本剰余金 3,423

利 益 剰 余 金 1,106,627

その他利益剰余金 1,106,627

　 繰 越 利 益 剰 余 金 1,106,627

自 己 株 式 △214,692

評価・換算差額等 20,311

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

20,311

新 株 予 約 権 57,885

純 資 産 合 計 5,028,275

資 産 合 計 11,853,622 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,853,622

貸　借　対　照　表

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年４月１日から ）2026年３月31日まで

科 目 金 額

売 上 高 16,060,630

売 上 原 価 11,403,580

売 上 総 利 益 4,657,050

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,886,781

営 業 損 失 △229,731

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,435

受 取 配 当 金 607,042

請 負 受 託 料 26,712

そ の 他 37,414 678,604

営 業 外 費 用

支 払 利 息 75,658

支 払 手 数 料 4,174

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 44,000

そ の 他 13,058 136,891

経 常 利 益 311,981

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 2,742,171

そ の 他 15,100 2,757,271

特 別 損 失

減 損 損 失 2,051,858

そ の 他 2,196 2,054,055

税 引 前 当 期 純 利 益 1,015,198

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 439,600

法 人 税 等 調 整 額 △11,021 428,578

当 期 純 利 益 586,619

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から ）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
資本準備金

そ の 他 資
本 剰 余 金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

202 5年４月１日残高 1,880,309 2,121,289 1,216 2,122,505 520,007 520,007 △ 252,033

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 26,561 26,561 26,561

当 期 純 利 益 586,619 586,619

自 己 株 式 の 処 分 2,206 2,206 37,340

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額
( 純 額 )

- - - - - - -

事業年度中の変動額
合 計

26,561 26,561 2,206 28,767 586,619 586,619 37,340

2026年３月31日残高 1,906,870 2,147,850 3,423 2,151,273 1,106,627 1,106,627 △ 214,692

株 主 資 本
合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権
純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 2 5年４月１日残高 4,270,790 11,940 11,940 47,010 4,329,741

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 53,122 53,122

当 期 純 利 益 586,619 586,619

自 己 株 式 の 処 分 39,547 39,547

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額
( 純 額 )

- 8,370 8,370 10,874 19,244

事業年度中の変動額
合 計

679,289 8,370 8,370 10,874 698,533

2026年３月31日残高 4,950,079 20,311 20,311 57,885 5,028,275

株主資本等変動計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 沼 田 敦 士

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 古 賀 祐 一 郎

2026年5月18日

株 式 会 社　ド　リ　コ　ム

取　 締　 役　 会　　御中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　　　　東　 京　 事　 務　 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ドリコムの2025年4月1日
から2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社ドリコム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社
会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない
場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 沼 田 敦 士

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 古 賀 祐 一 郎

2026年5月18日

株 式 会 社　ド　リ　コ　ム

取　 締　 役　 会　　御中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　　　　東　 京　 事　 務　 所

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ドリコムの2025年4
月1日から2026年3月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会
的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 31 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切で
ない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等
の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、
及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第25期事業

年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果に

ついて以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び

情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

2. 監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2026年５月19日

株 式 会 社 ド リ コ ム 　 監 査 等 委 員 会

常 勤
監 査 等 委 員 青 木 理 惠 ㊞

監 査 等 委 員 村 田 雅 夫 ㊞

監 査 等 委 員 清 水 勝 彦 ㊞

（注）監査等委員青木理惠、村田雅夫及び清水勝彦は、会社法第2条第15号

及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以　上
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定款一部変更の件

現　　行　　定　　款 変　　更　　案

（目的）
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。
1.～20.　　 （条 文 省 略）

（新 設)
21.　　　　 （条 文 省 略）

（目的）
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。
1.～20.　　 （現行どおり）
21. 古物の売買及び委託販売
22.　　　　 （現行どおり）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１. 提案の理由
①今後の事業展開に対応するため、事業目的を追加するものであります。
②上記変更に伴う号数の変更を行うものであります。

２. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

－ 35 －
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件

候補者
番  号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社の
株 式 の 数

１

な い と う ゆ う き

内 藤 裕 紀
(1978年７月７日生)

[再任]

2001年11月 有限会社ドリコム（現株式会社ド

リコム）設立　代表取締役

2003年３月 株式会社ドリコムに組織変更　代

表取締役社長（現任）

2005年１月 株式会社ドリコムテック設立　代

表取締役社長

2006年６月 株式会社ドリコムジェネレーティ

ッドメディア（現株式会社じげ

ん）設立　代表取締役社長

9,930,000株

２

ご と う ひ で き

後 藤 英 紀
(1966年12月６日生)

[再任]

1992年４月 株式会社大和総研　入社

1997年６月 有限会社情報技術研究所（現株式

会社アイ・ティ・アール） 入社

2000年５月 ドイチェ証券株式会社東京支店

（現ドイツ証券株式会社） 入社

2008年１月 ラ・スペランツァ株式会社 入社

2008年２月 同社取締役就任

2010年９月 当社 入社

2015年６月 当社取締役 （現任）

142,162株

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）２名
は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締
役２名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は､次のとおりであります｡

　なお、当社の監査等委員会は本議案につきましては、会社法の規定に基づき株
主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 「所有する当社の株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載

しております。

３. 当社は、保険会社との間で、全役員（子会社役員等を含む。）を被保険者とする会

社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。

当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為も含み

ます。）に起因して、損害賠償請求等が行われた場合に、被保険者の損害賠償金、

争訟費用等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、

被保険者による犯罪行為等に起因する損害等の場合を除きます。）。各候補者は当

該保険契約の被保険者に含まれており、各候補者が取締役に選任され就任した場合

は、引き続き、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更

新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 36 －
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監査等委員である取締役１名選任の件

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

な か や ま あ つ お

中 山 淳 雄
(1980年6月11日生)

[新任・社外]

2006年４月　リクルートスタッフィング株式会社入社

2011年９月　株式会社ディー・エヌ・エー入社

2012年８月　デロイトトーマツコンサルティング合同

会社（現合同会社デロイト トーマツ）入

社

2013年12月　株式会社バンダイナムコスタジオ入社

2016年９月　株式会社ブシロード入社　執行役員

2021年７月　株式会社Re entertainment　代表取締役

社長（現任）

2022年12月　株式会社Plott　社外取締役（現任）

2023年４月　慶應義塾大学　非常勤講師

2023年12月　株式会社ファンダム　社外取締役

2024年４月　一般社団法人ライセンシングインターナ

ショナルジャパン　理事（現任）

2024年４月　一般社団法人全日本テレビ番組製作社連

盟　理事（現任）

2025年６月　EXイノベーション1号投資事業有限責任組

合（無限責任組合員：シンプレクス・キ

ャピタル・インベストメント株式会社）　

アドバイザー（現任）

2026年４月　日本大学芸術学部大学院　特任教授（現

任）

2026年４月　Tencent Japan合同会社　アドバイザー

（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社Plott　社外取締役

一般社団法人ライセンシングインターナショナルジャ

パン　理事

一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟　理事

日本大学芸術学部大学院　特任教授

‐株

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

コーポレートガバナンス体制の一層の充実及び職務執行監査機能の更なる強化

のため増員いたしたく、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするもので

あります。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

（注）１．中山淳雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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監査等委員である取締役１名選任の件

２．中山淳雄氏は社外取締役候補者であります。
３．中山淳雄氏は、エンターテインメント分野での実務を通じた豊富な経験と専門知識に

基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査及び監督をしていただくことを期待し
て、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場
合は、監査等委員会には従来型のコンプライアンス・リスク管理にとどまらず、エン
ターテインメント産業全体の事業構造・市場動向・IP価値創造に精通した視点から経
営の意思決定を積極的に支え、企業価値向上に資する「攻めのガバナンス」を独立し
た立場から実践していただく予定です。

４．本総会において中山淳雄氏の選任が承認された場合は、当社は、同氏との間で、会社
法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任の限度額
を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定
です。

５．当社は、保険会社との間で、全役員（子会社役員等を含む。）を被保険者とする会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該
保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為も含みま
す。）に起因して、損害賠償請求等が行われた場合に、被保険者の損害賠償金、争訟
費用等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。（ただし、被保
険者による犯罪行為等に起因する損害等の場合を除きます。）。中山淳雄氏が監査等
委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当
該保険契約は任期中において同内容での更新を予定しております。

６．中山淳雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の
選任が承認された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

７．「所有する当社の株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載し
ております。

－ 38 －



2026/05/26 19:17:28 / 25300371_株式会社ドリコム_招集通知_電子提供措置用

監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

　当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2015年６月23日開催の第14期定時

株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただき今日に至っております

が、ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員である取締役を１名増

員することに伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と改

めさせていただきたいと存じます。

　本議案の内容については、監査等委員会へ諮問し、答申を受けており、当該答

申が尊重されていることが確認できていることから、相当な内容であると判断し

ております。

　なお、現在の監査等委員である取締役は３名でありますが、第３号議案が原案

どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は４名となります。

以　上

－ 39 －
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地図

株主総会会場ご案内図

至渋谷駅→

恵比寿スカイウォーク

地下プロムナード

JR恵比寿駅

シャトーレストラン
ジョエル・ロブション

東京メトロ
日比谷線
恵比寿駅

←至目黒駅

恵比寿ガーデン
プレイスタワー

ザ・ガーデンホール

ザ・ガーデンルーム

恵比寿ガーデンテラス壱番館

株主総会会場
「ウェスティンホテル東京」

地下道をお進み
ください

動く歩道を
ご利用ください

＜会場＞　　　　東京都目黒区三田一丁目４番１号

（恵比寿ガーデンプレイス内）

ウェスティンホテル東京

地下１階　「桜- SAKURA」

電話 (03) 5423-7000（代表）

※会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。

＜交通のご案内＞・JR「恵比寿駅」下車

東口より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）経由で徒歩約７分

・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」下車

１番出口（JR方面）より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）経由

で徒歩約10分


